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► 福井青色申告会第 63 回定期総会等について 
福井青色申告会第 63回定期総会を下記のとおり開催します。 

代議員の方々には、ご多忙のこととは存じますが、年に一度の重要な総会でありますの 

で万障お繰り合わせのうえご出席の程お願い申し上げます。 

開催日時  令和６年５月 24 日 (金)  １３時３０分 
      開催場所  福井商工会議所ビル地下 国際ホール 

また、青年部の総会について、下記のとおり開催します。 
青 年 部  日 時  令和６年５月 24 日（金）18 時 30 分 

            場 所  福井商工会議所ビル２階 D 会議室 

► 令和６年度会費についてお願い 

令和６年度会費につきまして、会則第７条に基づき、年額１２,０００円を納入方お願い

申し上げます。 
     なお、口座振替を利用されている方につきましては、５月２７日（月）にご指定の金融

機関からの振替納入手続をさせていただきます。  
     また、口座振替を利用されていない方につきましては、後日、支部長・班長さんを通じ

て納入していただくか、本会への振込にて納入方お願い申し上げます。 
※振込手数料は、ご負担くださいますようお願いします。 

     取扱銀行  福井銀行本店（普）００１２５１８ 

           福邦銀行本店（普）０１７０６２６ 

           福井信用金庫本店（普）００３１１２１ 

     （既納の会費は会則第７条３に基づき返金出来ないこととなっております。） 

► 全青色共済保険（６月保障開始）募集のご案内 

申込締切日  令和６年５月１５日（水） 
     加入資格   【基本コース】年齢１４歳６カ月超６０歳６カ月以下の方 

    （新規加入の方）【ゆとりコース】年齢６０歳６カ月超７０歳６カ月以下の方 

    掛金が割安で、事業上の必要経費に算入できます。（傷害特約を除く） 

                  ～ 詳しくは事務局までお問い合わせください。～ 
► 確定申告後のご注意ポイント 

○ 振替納税の方の口座引落し日は  所得税 ４月２３日（火） 
消費税 ４月３０日（火）です。 

納税額の準備と口座確認にご注意ください。 
○ 所得税や消費税を過大・過少に申告したり、税務署から問い合せがありましたら事 
務局にご連絡ください。手続き等をサポートいたします。 

○ 会計ソフト｢ブルーリターン A｣を利用の方は、決算書・申告書・総勘定元帳等を必ず 
印刷し、ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ画面で、｢翌年への繰越｣をしてから2024年の入力を行ってください。 

 
 



 
なお、ご自宅で印刷が困難な方は、事務局で印刷のサポート（有料）をいたします 

のでお申し出ください。 
★料金 100 枚までは、一律３，３００円（消費税込） 

100 枚を超える場合は、一枚 5 円増しとなります。 

      〇 「ブルーリターン A」を利用の方で、令和６年分から消費税の課税事業者になられる 
場合は、メインメニューの左下「10 初期設定」の中の「事業情報設定」の左下「消費

税設定本年」の対応を「する」にチェックを入れて、ご自身の課税方式（一般課税か

簡易課税）を選択してください。 

     なお便利な機能として、消費税区分を一括で設定する方法があります。 
     ① 初期設定の勘定科目の設定画面を表示する  

② 画面上の「消費税区分一括設定」をクリックする 
     ③ 設定する科目にチェックを付け画面右上の消費税区分をプルダウンから選択する 
     ④ 「登録」をクリックする 

※詳しくは、事務局までお問い合わせください。 

► 「新入会員説明会」並びに ｢ 新入会員いらっしゃい ｣ を開催！ 

新入会員になられました方を対象に、「新入会員説明会」並びに「新入会員いらっしゃ

い」を開催しております。会場にお店の PR の展示コーナーを設け、会員同士の名刺交換

等を予定しています。 
令和５年度に、ご入会いただきました会員の方には改めてご案内を致しますので是非ご

参加願います。 
      開 催 日 令和６年６月１９日（水）新入会員説明会    午後６時から 
                       新入会員いらっしゃい 午後７時から 
      開催場所 福井地域交流プラザ（アオッサ） 

► 令和６年分所得税の定額減税説明会のご案内 

   令和６年度税制改正により、令和６年分所得税について定額減税が実施されます。給与所

得者に対する定額減税は、令和６年６月１日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行

う際から定額減税を行うことになります。早期に準備していただくことが必要となります。 
   つきましては「定額減税の説明会」を開催いたしますので、ご参加をお願いします。 
   参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

開催日時 令和６年５月２２日（水）午前 10 時から１時間 30 分程度 
開催場所 福井商工会議所ビル２階 A 会議室 

     講  師  福井税務署 担当官 

  ※令和６年度税制改正のための税制改正法案については今後国会に法案を提出し国会 

審議を経ることが前提となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 
福井青色申告会 事務局 

福井市西木田 2-8-1 福井商工会議所ﾋﾞﾙ 3F 
TEL(33)1670／FAX(33)1671 

  メールアドレス aoiro-fukui@ca.wakwak.com 
 
 


